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教職員の多忙化解消対策について 

 

１． 多忙化の現状 

児童生徒と向き合う時間に確保や教職員の勤労意欲の促進、健康増進等の観点から職場の多忙

化解消に努めてきている。 

直近５年間の教職員の長時間勤務の割合は、以下の表のとおりである。 

 

教職員の長時間勤務の割合 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

小
学
校 

60 時間以上 80 時間未満 12.4% 10.3% 9.7% 8.9% 8.9% 

80 時間以上 100 時間未満 3.4% 2.6% 2.1％ 1.1％ 1.8％ 

100 時間以上 0.4% 0.2％ 0.2％ 0.2％ 0.2％ 

中
学
校 

60 時間以上 80 時間未満 22.1% 21.0％ 20.8％ 20.5％ 19.2％ 

80 時間以上 100 時間未満 16.6% 13.6％ 15.6% 12.6% 13.0％ 

100 時間以上 9.1% 7.8％ 9.1% 8.2％ 7.5％ 

 

これまで継続して実施している、各学校での業務改善活動や職員会議等の削減・短縮の取り組み。

また、教育委員会での出張や研修の回数、参加人数、開催時期・時間の見直し、提出書類等の削減な

どの取り組みにより、全国的には増加している中、佐賀市においては５年前に比べて長時間勤務の

割合は減少している。 

しかし依然として高い割合を占めており、引き続き具体的な取り組みを実施する必要がある。 

 

 

２． 多忙化の要因 

時間外勤務の主な要因としては、 

・小学校では、教材研究や授業の準備、学級事務や校務分掌事務、成績処理など 

・中学校では、主に部活動指導、生徒指導、進路指導など 

・小中学校の共通の要因として保護者対応 

が挙げられる。学校に対してさまざまな要望、意見等が寄せられるため、よりきめ細かな保護者

への対応が必要になってきている。 

 

一方、多忙感や負担感の要因としては、 

・学級経営や授業に関する事務、校務分掌にかかわる報告書作成など 

・教育委員会や他の行政機関からの調査回答など 

が挙げられる。 
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３． 対策 

 佐賀市 佐賀県 国 

対 
 

策 

・佐賀市学校業務改善検討委

員会設置（H20） 

・佐賀市中学校部活動のあり

方検討委員会設置（H20） 

・佐賀市中学校一斉部活動休

みの日実施（H21） 

 

・出退勤時間のパソコン管理

導入（H23) 

 

 

 

・業務改善提案制度実施

（H24） 

・各学校へのメール送信ルー

ル策定（H25） 

・「退勤目標時間届け」への取

組（H26） 

・部活動休養日ボード設置

（H27） 

・テスト１週間前から部活動

１時間以内、３日前から中

止（H27） 

・定時退勤日意識付けのため

のアラーム配布（H28） 

 

 

 

 

・定時退勤日完全実施への取

組（H29） 

・県内一斉、第３日曜日の部

活動休養日の実施（H29.11

実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・勤務時間適正化の全職員 

討議を指導（H23） 

・夏季休業中の行事自粛

（H23）  

・各種調査回答方法の整理

（H23） 

 

・研修・会議縮減通知（H25） 

 

・多忙化対策検討会の設置、

充実を要請（H26） 

・副校長、教頭の勤務実態調

査を実施（H27） 

 

 

 

・市町多忙化対策検討会開催

状況調査及び県教委からの

参加（H28） 

・「学校現場の業務改善計画」

通知（H28） 

 

・中学校部活動第３日曜日休

養日設定通知（H29） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「学校現場における業務改

善のためのガイドライン」

作成（H27）  

 

 

・「学校現場における業務の

適正化について」（H28） 

・「学校現場における業務改

善加速プロジェクト」

（H28） 

 

・「学校における働き方改革

に係る緊急提言」中教審

（H29）  
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４． 今後の取組 

これまで各学校とともに業務改善・安全衛生管理に取り組んでおり、一定の成果を上げている

ことから、今後も引き続きこれらに取り組んでいくとともに、中教審で取りまとめられた「学校

における働き方改革に係る緊急提言」を踏まえて、必要かつ具体的な取り組みを実施する必要が

ある。 

１． 学校において「勤務時間」を意識した働き方を進める 

� 県内一斉部活動休養日の実施（H29.11 から実施） 

� 長期休業中の学校閉庁日の導入 

� 多機能電話に留守番電話機能を付与し、勤務時間外において留守番電話の運用を開始 

２． 学校・教職員の業務改善の取り組みを強化、推進していく 

・ 業務改善活動の情報共有、充実 

３． 持続可能な勤務環境整備の支援を充実させる 

・ 教員の事務作業補助員の配置 

・ 部活動支援員の配置 

 


